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生
後
九
十
一
日
以
上
の
犬
の
登

録
と
狂
犬
病
予
防
接
種
を
次
の
と

お
り
行
い
ま
す
。

飼
い
主
に
は
、
生
涯
一
回
の
登

録
と
年
一
回
の
狂
犬
病
予
防
接
種

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
新

た
に
犬
を
飼
い
始
め
る
と
き
な
ど

は
、
登
録
を
忘
れ
ず
に
。
ま
た
、

本
年
度
の
注
射
が
済
ん
で
い
な
い

飼
い
主
へ
は
通
知
（
申
請
書
）
を

郵
送
し
ま
す
の
で
、
必
ず
受
け
ま

し
ょ
う
。
予
防
接
種
に
は
通
知
が

必
要
で
す
。
当
日
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。

な
お
、
当
日
都
合
の
悪
い
人
は

動
物
病
院
で
接
種
を
受
け
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。
費
用
は
動
物
病
院

へ
問
い
合
わ
せ
を
。

日
時
・
会
場
＝
上
表
の
と
お
り
　
　

費
用
＝
〈
登
録
と
注
射
〉
一
頭
六

千
三
百
円
〈
注
射
の
み
〉
同
三
千

三
百
円
　
用
意
す
る
物
＝
通
知（
申

請
書
）、
新
規
登
録
は
飼
い
主
の
住

所
・
氏
名
・
電
話
番
号
・
犬
の
種

類
・
性
別
・
生
年
・
毛
色
（
白
・

黒
・
茶
・
灰
）・
体
格
（
大
・
中
・

小
）・
呼
び
名
を
記
入
し
た
メ
モ
書

き□
飼
い
方
は
マ
ナ
ー
良
く

散
歩
す
る
と
き
は
手
シ
ャ
ベ
ル

と
ビ
ニ
ー
ル
袋
を
用
意
し
、
ふ
ん

は
必
ず
持
ち
帰
っ
て
始
末
し
ま
し

ょ
う
。

ペ
ッ
ト
は
愛
情
を
持
っ
て
飼
う

と
と
も
に
、
適
正
な
管
理
・
飼
育

を
心
掛
け
て
く
だ
さ
い
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
前
橋
保
健
セ

ン
タ
ー
蕁
２
２
３
―
８
８
４
４
へ
。

勤
労
女
性
セ
ン
タ
ー
で
ハ
ン
グ

ル
体
験
、
海
外
旅
行
の
た
め
の
英

会
話
、
絵
手
紙
の
三
つ
の
特
別
講

座
を
開
催
し
ま
す
。

日
時
＝
漓
10
月
16
日
〜
11
月
13
日

の
月
曜
五
回
、
午
後
６
時
30
分
〜

８
時
滷
10
月
30
日
〜
11
月
27
日
の

月
曜
五
回
、
午
後
２
時
〜
３
時
30

分
澆
11
月
４
日
〜
25
日
の
土
曜
四

回
、
午
後
２
時
〜
４
時
　
会
場
＝

勤
労
女
性
セ
ン
タ
ー
　
対
象
＝
市

内
在
住
・
在
勤
（
パ
ー
ト
可
）
の

勤
労
女
性
、
漓
滷
は
各
三
十
人（
抽

選
）
澆
は
十
五
人
（
同
）

内
容

＝
漓
は
ハ
ン
グ
ル
体
験
滷
は
海
外

旅
行
の
た
め
の
英
会
話
澆
は
絵
手

紙
　
参
加
費
＝
漓
滷
は
各
千
円
澆

は
千
五
百
円
　
申
し
込
み
＝
９
月

27
日
貉
ま
で
に
往
復
ハ
ガ
キ
で
。

講
座
名
・
住
所
・
氏
名
・
職
業
・

電
話
番
号
を
明
記
し
、
〒
３
７
１

―
０
０
３
５
前
橋
市
岩
神
町
三
丁

目
一
―
一
・
総
合
教
育
プ
ラ
ザ
内

勤
労
女
性
セ
ン
タ
ー
（
蕁
２
３
０

―
９
０
９
８
）
へ

広報まえばし　平成１８年９月１５日号　４

前橋地区長寿犬表彰実行委員会で
は、今年、満17歳になる飼い犬を長
寿犬として表彰します。表彰式は12
月３日豸に前橋保健センターで実施。
希望者は申し込んでください。
対象＝昭和64年（平成元年）生まれ
で本市に登録され、平成16年度から
18年度まで狂犬病予防注射を受けて
いる飼い犬　申し込み＝10月２日豺
～31日貂に前橋保健センター蕁223-
8844へ

12月３日に
前橋保健センターで

飼い主は犬に愛情と責任を持って飼い主は犬に愛情と責任を持って

犬の登録・狂犬病予防注射

日　時

粕川保健センター
10月15日豸

10月22日豸

大胡支所

宮城支所前道路南の駐車場

午前９時～正午

午後１時～４時

午前９時～正午
前橋保健センター

会　場

嶺
公
園
で
本
年
度
造
成
し
た
墓

地
の
分
譲
を
行
い
ま
す
。
希
望
す

十
月
は
「
土
地
月
間
」、
十
月
一

日
は
「
土
地
の
日
」
で
す
。
土
地

は
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
限
ら
れ

た
貴
重
な
資
源
で
あ
り
、
日
常
生

活
や
経
済
活
動
に
欠
か
せ
な
い
も

の
。
こ
の
機
会
に
土
地
の
大
切
さ

を
考
え
ま
し
ょ
う
。

□
公
共
の
福
祉
が
優
先

利
用
方
法
に
よ
っ
て
、
土
地
は

１０
月
は
土
地
月
間
で
す

み
ん
な
の
資
源
を
考
え
よ
う

周
囲
に
大
き
な
利
益
や
損
害
を
及

ぼ
し
ま
す
。
公
共
の
福
祉
を
優
先

さ
せ
る
た
め
、
そ
の
取
得
・
処
分

や
利
用
に
は
制
限
や
負
担
が
あ
り

ま
す
。

□
適
正
で
計
画
的
な
利
用
を

周
囲
の
土
地
利
用
の
状
況
や
地

域
の
条
件
に
応
じ
て
、
土
地
に
は

さ
ま
ざ
ま
な
計
画
や
規
制
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
に
従
い
、
適
正
で
合

理
的
な
利
用
が
必
要
で
す
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
都
市
計
画
課

蕁
８
９
０
―
６
９
４
６
へ
。

日
時
＝
10
月
６
日
貊
午
前
10
時
〜

午
後
３
時
　
会
場
＝
市
役
所
１
階

市
民
ロ
ビ
ー
　
内
容
＝
地
価
評
価

な
ど
の
相
談
　
問
い
合
わ
せ
＝
県

不
動
産
鑑
定
士
協
会
蕁
２
４
３
―

３
０
７
７

る
区
画
を
選
ん
で
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い
。
区
画
ご
と
に
先
着
順
で

受
け
付
け
ま
す
。

対
象
＝
次
の
す
べ
て
を
満
た
す
人
。

漓
本
市
に
住
民
登
録
を
し
未
納
の

遺
骨
が
あ
る
滷
ほ
か
に
墓
地
を
所

持
し
て
い
な
い
澆
永
代
使
用
料
な

ど
を
指
定
期
日
ま
で
に
納
付
で
き

る
潺
使
用
許
可
後
三
年
以
内
に
墓

碑
を
設
置
で
き
る
潸
申
込
者
が
使

用
す
る
　
種
別
＝
Ａ
型
（
五
・
〇

平
方
誡
）
和
式
、
八
十
区
画
　
分

譲
価
格
＝
三
十
万
円
　
管
理
料
＝

年
三
千
百
五
十
円
　
申
し
込
み
＝

９
月
24
日
豸
か
ら
午
前
９
時
〜
午

後
４
時
に
火
（
埋
）
葬
許
可
書
を
用

意
し
嶺
公
園
管
理
事
務
所
（
蕁
２

６
９
―
３
８
３
８
）
へ
直
接

「
文
京
町
四
丁
目
土
地
区
画
整

理
事
業
施
行
区
域
の
決
定
」と「
都

市
計
画
道
路
の
決
定
・
変
更
」
の

原
案
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
の
で
、

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

□
原
案
の
概
要

蘆
区
域
の
決
定

位
置
＝
文
京
町
四
丁
目
の
一
部
　

面
積
＝
約
一
六
・
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル

蘆
都
市
計
画
道
路
の
決
定
・
変
更

下
表
の
と
お
り

□
原
案
の
閲
覧

九
月
十
九
日
貂
か
ら
十
月
三
日

貂
ま
で
の
執
務
時
間
内
に
、
県
原

案
は
、
県
庁
都
市
計
画
課
、
前
橋

土
木
事
務
所
お
よ
び
市
役
所
都
市

計
画
課
で
、
市
原
案
（
土
地
区
画

整
理
事
業
施
行
区
域
を
含
む
）
は

市
役
所
都
市
計
画
課
で
閲
覧
で
き

ま
す
。

□
公
聴
会

こ
れ
ら
の
原
案
に
意
見
の
あ
る

人
は
、
公
述
人
と
し
て
公
聴
会
で

意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

日
時
＝
10
月
17
日
貂
午
後
７
時
　

会
場
＝
文
京
町
四
丁
目
自
治
会
館

蘆
公
述
申
出
書
の
提
出

住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
職
業
・

電
話
番
号
・
意
見
の
要
旨
（
四
百

字
以
内
）
を
書
い
た
「
公
述
申
出

書
」
を
、
十
月
三
日
貂（
必
着
）
ま

で
に
、
県
原
案
に
つ
い
て
は
県
庁

都
市
計
画
課
へ
、
市
原
案
に
つ
い

て
は
市
役
所
都
市
計
画
課
へ
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

蘆
公
述
人
の
選
定

同
じ
趣
旨
の
意
見
が
多
数
あ
る

と
き
な
ど
は
人
数
制
限
し
、
知
事

や
市
長
が
公
述
人
を
選
定
し
ま
す
。

蘆
公
聴
会
の
傍
聴

傍
聴
し
た
い
人
は
当
日
会
場
へ

直
接
。
入
場
は
先
着
順
で
す
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
県
都
市
計
画

課
蕁
２
２
６
―
３
６
５
６
、
市
都

市
計
画
課
蕁
８
９
０
―
６
９
４
６

へ
。

都市計画道路の原案

原案 種別 名称（番号） 代表幅員 延長

県 追
加
文四北通線
（3･4･115号）18m 約220m

市

変
更

城東朝倉線
（3･5･55号） 15m 約530m

（変更区間）

天川小南通線
（3･5･60号） 13m 約270m

（変更区間）

追
加
天大橋線
（3･5･114号）14m 約510m

不
動
産
鑑
定
士
の
相
談

文京町四丁目の
都市計画の原案

閲覧と公聴会

年１回の予防接種は飼い主の義務です�年１回の予防接種は飼い主の義務です�希望の区画を選んで申し込みを


